
生　

活

生　

活

戸
籍
の
窓
口
で
の
「
本
人
確
認
」
が

法
律
上
の
ル
ー
ル
に
な
り
ま
し
た

　

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
、５
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

■
本
人
確
認
に
つ
い
て

　

市
の
窓
口
で
は
、
戸
籍
の
証
明
書
の

請
求
や
戸
籍
の
届
け
出
を
受
け
付

け
る
と
き
に
、
他
人
に
よ
る
不
正
取

得
や
虚
偽
の
届
け
出
を
避
け
る
た

め
、
窓
口
に
お
越
し
の
か
た
に
つ
い

て
本
人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
本
人
確
認
の
方
法
に
つ
い
て

　

窓
口
に
お
越
し
の
か
た
に
つ
い

て
、
運
転
免
許
証
、
写
真
付
き
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
の
写
真

付
き
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
に

よ
り
、
確
認
を
行
い
ま
す
。

※
戸
籍
事
務
の
取
り
扱
い
を
適
切
に
実

施
す
る
た
め
、
今
後
と
も
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
は
お
済

み
で
す
か
？

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
か
た
は
、
国
民
年
金
に
必
ず
加
入

し
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
老
齢
、
障
害
、
死

亡
な
ど
の
事
態
に
、
基
礎
的
な
生
活
の

保
障
を
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
か
た
に

共
通
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
度
で

す
。
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
期

間
が
あ
る
か
た
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加

入
期
間
分
の
年
金
が
基
礎
年
金
に
上
乗

せ
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
国
民
年
金
の
加
入
者
は
３
種
類
】　

◇
第
１
号
被
保
険
者　

自
営
業
、
学

生
、
フ
リ
ー
ア
ル
バ
イ
タ
ー
な
ど
で

第
２
号
被
保
険
者
や
第
３
号
被
保
険

者
に
該
当
し
な
い
か
た

加
入
手
続
き　

保
険
年
金
課
ま
た
は

各
総
合
支
所
市
民
環
境
課

保
険
料　

月
額
１
４
，４
１
０
円
（
平

成
20
年
４
月
か
ら
変
わ
り
ま
し
た
）

納
付
方
法　

①
納
付
書
で
金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
る　

②
口

座
振
替
で
納
め
る　

③
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
か
ら
納
め
る

（
電
子
納
付
）
④
事
前
に
社
会
保

険
事
務
所
へ
申
し
込
み
、
以
後
、

継
続
的
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
で
立

て
替
え
納
付
を
行
う
（
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
）

※
保
険
料
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は

社
会
保
険
事
務
所
（
☎
５
２
２
‐

５
１
５
８
）
へ

◇
第
２
号
被
保
険
者　

厚
生
年
金
・

共
済
組
合
の
加
入
者
（
会
社
員
・

公
務
員
）

彩
夏
到
来
08
埼
玉
総
体　

深
谷
市
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
（
男
子
）
競
技
の
会
場
地
で
す
。
開
催
期
間　

７
月
28
日
㈪
〜
８
月
３
日
㈰　

問
い
合
わ
せ　

深
谷
市
実
行
委
員
会
事
務
局
（
☎
５
５
１
ー
４
８
０
２
）
へ

加
入
手
続
き　

事
業
主
が
行
い
ま
す
。

保
険
料　

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

◇
第
３
号
被
保
険
者　

第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

加
入
手
続
き　

配
偶
者
の
勤
務
先
へ

届
け
出
ま
す

保
険
料　

配
偶
者
の
加
入
す
る
厚
生

年
金
な
ど
の
制
度
全
体
が
負
担
し

ま
す
の
で
個
別
に
納
め
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

《
希
望
す
れ
ば
加
入
で
き
る
か
た
》

◇
任
意
加
入
（
20
歳
以
上
65
歳
未
満

の
か
た
）

※
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
か
た
で
年

金
の
受
給
資
格
が
な
い
か
た
や
年

金
額
を
満
額
に
近
づ
け
た
い
か
た

※
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
海
外
に

住
ん
で
い
る
日
本
人

◇
特
例
任
意
加
入
（
65
歳
以
上
70
歳

未
満
の
か
た
）

※
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
か
た
で
、
65
歳
に
な
っ
て
も
受
給

資
格
が
な
い
か
た
は
受
給
資
格
期
間

を
満
た
す
ま
で
（
最
長
70
歳
ま
で
）

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
請
求
と

繰
り
下
げ
請
求

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
65
歳
か
ら
の

受
給
が
原
則
で
す
が
、
希
望
に
よ
っ

て
60
歳
〜
64
歳
ま
で
の
間
に
繰
り
上

げ
て
減
額
し
た
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
66
歳
以
降

に
繰
り
下
げ
て
、
増
額
し
た
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

支
給
率
は
次
表
に
な
り
ま
す
。

60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳

　
       65%       65%

        　    72%    72%
            　 80% 80%
 　     89%     89%
      　 100% 100%
    　 112% 112%
 　 126% 126%
　 143% 143%
　164%164%
 188% 188%

　
       65%

    　    72%
      　 80%
 　     89%
   　 100%
  　 112%
 　 126%
　 143%
　164%
 188%

　 %         58
　       65%

    　    72%
      　 80%
 　     89%
   　 100%
  　 112%
 　 126%
　 143%
　164%
 188%

7070～75.5%75.5%
 76 76～81.5%81.5%
  82  82～87.5%87.5%
   88   88～93.5%93.5%
    94    94～99.5%99.5%
     100%     100%
  108.4  108.4～116.1%116.1%
   116.8   116.8～124.5%124.5%
    125.2    125.2～132.9%132.9%
     133.6     133.6～141.3%141.3%
      142%      142%

70～75.5%
 76～81.5%
  82～87.5%
   88～93.5%
    94～99.5%
     100%
  108.4～116.1%
   116.8～124.5%
    125.2～132.9%
     133.6～141.3%
      142%

70～75.5%
 76～81.5%
  82～87.5%
   88～93.5%
    94～99.5%
     100%
  108.4～116.1%
   116.8～124.5%
    125.2～132.9%
     133.6～141.3%
      142%

昭和16年4月1日以前に
生まれたかた
（支給率が年単位で  
変わります）

昭和16年4月2日以降に
生まれたかた
（支給率が月単位で
変わります）

繰り上げ支給率（％）
＝100－(0.5×繰り上げ請求月から
65歳到達月の前月までの月数）

繰り下げ支給率（％）
＝100＋(0.7×65歳到達月から
　繰り下げ申出月の前月までの月数）

繰
り
上
げ

繰
り
下
げ

　

な
お
、
決
定
さ
れ
た
支
給
率
は
生

涯
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
繰
り
上

げ
請
求
を
し
た
場
合
、
そ
の
後
は
障

害
基
礎
年
金
が
請
求
で
き
な
い
な
ど

の
給
付
制
限
が
あ
り
ま
す
。
請
求
の

取
り
消
し
や
請
求
時
期
の
変
更
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
十
分
検
討
し
た
上

で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

年
金
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

０
５
７
０
‐
05
‐
１
１
６
５
）、
保
険

年
金
課
（
☎
５
７
４
‐
６
６
４
１
）、

18夢を育み 明日に飛翔する 笑顔都市 ふかや

５
８
５
‐
２
２
１
５
）、
川
本
税
務
課

（
☎
５
８
３
‐
２
７
８
２
）、
花
園
税

務
課
（
☎
５
８
４
‐
１
１
２
４
）
へ

深
谷
市
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康

診
査
の
申
し
込
み
に
つ
い
て

　

６
月
〜
９
月
ま
で
の
間
、
深
谷
市
国

民
健
康
保
険
「
特
定
健
康
診
査
（
以
下

特
定
健
診
と
い
う
）」
を
実
施
し
ま
す
。

　

40
歳
〜
74
歳
の
深
谷
市
国
保
被
保
険

者
（
平
成
21
年
３
月
31
日
㈫
現
在
の
年

齢
）
の
か
た
に
は
、
特
定
健
診
の
個
別

通
知
を
発
送
し
ま
す
。
個
別
通
知
に
は
、

受
診
券
と
一
緒
に
健
診
の
日
程
表
お
よ

び
健
診
日
の
予
約
案
内
を
同
封
し
ま
す
。

　

ご
自
分
の
都
合
の
良
い
日
に
健
診

を
お
受
け
い
た
だ
く
た
め
に
、
健
診

日
は
予
約
制
に
な
り
ま
す
。　
　

　

個
別
通
知
が
届
い
て
か
ら
、
日
程

表
に
あ
る
、
お
住
ま
い
の
地
区
の
指

定
日
か
、
ご
自
分
の
都
合
の
良
い
日

程
を
選
び
、
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　

予
約
の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
通

知
の
発
送
は
、
お
住
ま
い
の
地
区
ご

と
順
次
発
送
し
ま
す
。

　

個
別
通
知
の
発
送
時
期
は
、
５
月
下

旬
に
深
谷
・
川
本
・
花
園
地
区
、
６
月

中
旬
に
藤
沢
・
明
戸
・
大
寄
・
八
基
・

豊
里
・
上
柴
地
区
、
７
月
中
旬
に
幡
羅
・

南
・
岡
部
地
区
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

予
約
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
個
別

通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
国
保
被

保
険
者
の
か
た
は
、
後
期
高
齢
者

健
診
と
同
様
の
方
法
で
お
申
し

込
み
で
き
ま
す
の
で
、
個
別
通
知

は
送
付
し
ま
せ
ん
（
関
連
記
事
８

ペ
ー
ジ
参
照
）。

健
診
費
用　

５
０
０
円　

問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課
（
☎

５
７
４
‐
６
６
４
１
）、
岡
部
市
民

環
境
課
（
☎
５
８
５
‐
２
２
１
３
）、

川
本
市
民
環
境
課
（
☎
５
８
３
‐

２
７
８
３
）、花
園
市
民
環
境
課
（
☎

５
８
４
‐
１
１
２
２
）
へ

児
童
手
当
に
つ
い
て

　

市
内
に
居
住
し
、
小
学
校
６
年
生

（
12
歳
到
達
後
の
３
月
31
日
）
ま
で

の
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
か
た

に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。
申
請
が
あ
っ
た

翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、

認
定
請
求
書
な
ど
の
提
出
が
必
要
で

す
。
昨
年
度
、
所
得
制
限
で
児
童
手

当
が
も
ら
え
な
か
っ
た
か
た
も
、
今

年
度
は
要
件
を
満
た
せ
ば
も
ら
え
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

か
た
は
、
５
月
中
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
さ
れ
る
か
た
の
状
況
に

よ
り
、
提
出
書
類
が
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
公
務
員
の
か
た
は
、
勤
務

先
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
の
受
給
者
の
か
た
は
、
６

月
に
現
況
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
届
け
は
、
前
年
の
所

得
状
況
、
養
育
状
況
お
よ
び
受
給
資
格

な
ど
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

こ
の
届
け
を
提
出
さ
れ
な
い
と
、
６
月

分
以
降
の
手
当
て
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
受
給
者
の
か
た
に

は
、
５
月
末
に
通
知
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
内
容
を
ご
確
認
の
上
、
必
ず
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

各
種
届
け
出
に
つ
い
て

　

手
当
て
の
受
給
者
の
か
た
は
、
次

の
よ
う
な
場
合
、
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

・ 

受
給
者
の
か
た
や
お
子
さ
ん
の
住

所
や
名
前
が
変
わ
っ
た
と
き

・ 

特
例
給
付
受
給
者
の
か
た
が
会
社
を

退
職
し
厚
生
年
金
を
脱
退
し
た
と
き

・ 

支
給
対
象
と
な
る
児
童
が
増
え
た

と
き
ま
た
は
減
っ
た
と
き
、
な
ど

問
い
合
わ
せ　

児
童
課
（
☎
５
７
４

‐
６
６
４
６
）、
岡
部
福
祉
健
康

課
（
☎
５
８
５
‐
２
２
１
４
）、

川
本
福
祉
健
康
課
（
☎
５
８
３
‐

２
５
３
２
）、
花
園
福
祉
健
康
課

（
☎
５
８
４
‐
１
１
２
３
）
へ

５
月
か
ら
消
費
生
活
相
談
が
週
３

回
に
な
り
ま
す
！

　

毎
週
水
・
金
曜
日
に
加
え
５
月
か
ら

は
毎
週
月
曜
日
も
消
費
生
活
相
談
を
行

い
ま
す
（
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
ま
で
）。

　

ま
た
、
電
話
で
の
相
談
と
し
て
悪

質
商
法
１
１
０
番
を
平
日
開
設
し
て

い
ま
す
（
☎
５
７
４
‐
８
５
２
７
・

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分
ま
で
）。

　

悪
質
な
訪
問
販
売
や
新
手
の
商
法

な
ど
で
お
困
り
の
か
た
は
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

く
ら
し
い
き
い
き
課

（
☎
５
７
４
‐
６
６
３
３
）
へ

※
関
連
記
事
21
ペ
ー
ジ
参
照

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
・
維
持
管

理
補
助
金
の
お
知
ら
せ

【
設
置
補
助
金
】

　

補
助
対
象
地
域
に
お
い
て
、
住
宅

に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場

合
、
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
地
域　

公
共
下
水
道
認
可
区
域
お

よ
び
農
業
集
落
排
水
事
業
処
理
施

設
の
計
画
区
域
を
除
く
市
内
全
域

補
助
額

新
築
…
12
万
円
（
人
槽
に
か
か
わ
ら
ず
）

単
独
槽
お
よ
び
く
み
取
り
か
ら
の
切

り
替
え

５
人
槽
…
35
万
４
千
円

６
〜
７
人
槽
…
41
万
１
千
円

８
〜
10
人
槽
…
51
万
９
千
円

（
撤
去
を
伴
う
場
合
は
、
最
高
６
万

円
加
算
と
な
り
ま
す
）

※
設
置
前
の
申
請
に
な
り
ま
す
の
で

設
置
後
お
よ
び
使
用
開
始
後
は
申

請
で
き
ま
せ
ん
。

【
維
持
管
理
補
助
金
】

　

補
助
対
象
地
域
に
お
い
て
、
合
併
処

理
浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管
理
を
行
っ

た
場
合
、補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
地
域　

公
共
下
水
道
の
供
用
開

始
区
域
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
処

理
開
始
区
域
を
除
く
市
内
全
域

補
助
額　

２
５
，
０
０
０
円
（
最
初

に
補
助
金
を
受
け
た
年
度
か
ら
継

続
し
て
５
年
間
）

維
持
管
理
の
内
容　

保
守
点
検
、
清

掃
、
法
定
検
査

問
い
合
わ
せ　

環
境
課
（
☎
５
７
４

‐
８
５
７
２
）、
岡
部
市
民
環
境

課(

☎
５
８
５
‐
２
２
１
３)
、

川
本
市
民
環
境
課(

☎
５
８
３
‐

２
７
８
３)

、
花
園
市
民
環
境
課

(

☎
５
８
４
‐
１
１
２
２)

へ

６
月
１
日
は『
人
権
擁
護
委
員
の
日
』

　

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
法

が
施
行
さ
れ
た
日
で
「
人
権
擁
護
委

員
の
日
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、『
人
権
擁
護
委
員
の
日
』

に
ち
な
み
、
特
設
相
談
を
設
け
て
い

ま
す
（
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
）。

と
き　

６
月
２
日
㈪
午
前
10
時
〜
午

後
３
時

と
こ
ろ　

市
役
所
西
別
館
２
０
１
会
議
室

問
い
合
わ
せ　

人
権
政
策
課
（
☎

５
７
４
‐
６
６
４
３
）
へ

固
定
資
産
の
実
地
調
査
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
土
地
の
現
況
や
家
屋
の

建
築
状
況
な
ど
に
つ
い
て
地
方
税
法

第
四
百
八
条
の
規
定
に
よ
り
実
地
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

実
地
調
査
は
、
外
観
に
よ
り
調
査
を

行
う
場
合
と
、
実
際
に
皆
さ
ん
の
お
宅
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岡
部
市
民
環
境
課
（
☎
５
８
５
‐

２
２
１
３
）、
川
本
市
民
環
境
課
（
☎

５
８
３
‐
２
７
８
３
）、
花
園
市
民
環

境
課
（
☎
５
８
４
‐
１
１
２
２
）
へ

住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
申
告
を
お
忘
れ
な
く

　

税
源
移
譲
に
よ
り
所
得
税
額
が
減

額
と
な
り
、
所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
額
を
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
分
を
申
告
に
よ
り

翌
年
度
の
市
・
県
民
税
（
所
得
割
）

か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象　

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
か
た
が
対
象
で
す
。「
住
民
税

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
」
を
提
出
さ
れ
て
い
な
い
か
た
は
、

お
早
め
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
平
成
11
年
〜
平
成
18
年
末
ま
で
に

入
居
さ
れ
た
か
た

２
年
末
調
整
な
ど
で
所
得
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
か
た

３
源
泉
徴
収
票
の
源
泉
徴
収
税
額
が

「
０
」
ま
た
は
空
白
の
か
た

４
源
泉
徴
収
票
の
摘
要
欄
に
「
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
可
能
額
」
の

金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
た

※
申
告
の
な
い
場
合
に
は
住
民
税
か

ら
減
額
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課
（
☎
５
７
４

‐
６
６
３
７
）、
岡
部
税
務
課
（
☎
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３
月
の
善
意

　

市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
３
月

の
寄
付
金
は
、
11
件
で
４
３
６
，

９
９
１
円
で
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
温
か
い
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　

市
社
会
福
祉
協
議

会(

☎
５
７
３
ー
６
５
６
３)

へ

防
災
行
政
無
線
放
送
内
容
の
ご
案
内

※
通
話
料
の
み
で
、
情
報
料
は
か
か
り
ま

せ
ん
。

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
番
号

０
１
８
０ 

ー 

９き
ゅ
う
き
ゅ
う
よ
ぼ
う
さ
い

９
４
４
３
１

な
ど
に
訪
問
し
て
内
部
な
ど
も
含
め
調

査
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

実
地
調
査
を
行
う
職
員
は
、
固
定

資
産
評
価
補
助
員
証
な
ど
の
身
分
証

明
書
を
必
ず
携
帯
し
て
い
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
の
お
宅
な
ど
に
訪
問
し

た
際
に
は
、
ご
確
認
の
上
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課
（
☎
５
７
４

‐
６
６
３
８
）、
岡
部
税
務
課
（
☎

５
８
５
‐
２
２
１
５
）、
川
本
税
務
課

（
☎
５
８
３
‐
２
７
８
２
）、
花
園
税

務
課
（
☎
５
８
４
‐
１
１
２
４
）
へ

そ
の
他

そ
の
他

水
道
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

次
の
工
事
店
を
新
た
に
深
谷
市
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
指
定
し

ま
し
た
。

・ 

㈲
ア
ラ
イ
水
道 

（
比
企
郡
滑
川
町
・

☎
０
４
９
３
‐
62
‐
２
８
１
７
）

・
㈲
田
中
設
備
（
行
田
市
・
☎

５
５
４
‐
２
４
１
６
）

・
土
屋
設
備
工
業
（
深
谷
市
・
☎

５
８
４
‐
４
８
８
１
）

問
い
合
わ
せ　

水
道
工
務
課
（
☎

５
７
４
‐
６
６
６
１
）
へ

地
域
創
業
助
成
金
の
終
了
の
お
知
ら
せ

　

厚
生
労
働
省
管
轄
の
制
度
で
あ
る

「
地
域
創
業
助
成
金
」が
終
了
し
ま
す
。

　

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
の
創
業

お
よ
び
雇
い
入
れ
ま
で
が
対
象
で
、

申
請
期
限
は
６
月
30
日
㈪
ま
で
で
す
。

　

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
審
査
が

必
要
で
す
。
希
望
さ
れ
る
事
業
所
は

お
早
め
に
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

埼
玉
県
雇
用
開
発

協
会
（
☎
０
４
８
‐
８
２
４
‐

８
７
３
９
）
ま
た
は
、
商
工
振
興

課
（
☎
５
７
４
‐
６
６
５
０
）
へ

上
柴
地
区
複
合
施
設
整
備
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
上
柴
地
区
が
持
つ
福
祉

文
教
機
能
な
ら
び
に
商
業
機
能
の
維

持
・
向
上
を
図
る
た
め
、
現
在
の
上

柴
公
民
館
お
よ
び
Ｌ
・
フ
ォ
ル
テ
を

解
体
撤
去
し
、
同
敷
地
に
公
共
機
能

と
商
業
等
機
能
が
併
設
さ
れ
た
複
合

施
設
の
整
備
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
複
合
施
設
の
整
備
は
、
民
間

の
資
金
と
ア
イ
デ
ア
を
活
用
し
た
手

法
で
実
施
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
よ

り
良
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
財

政
負
担
の
縮
減
が
図
ら
れ
る
よ
う
に

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
事
業
の
概
要
や
手
法
な
ど
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
公
表
を
予
定
し
て
い
る
「
上

柴
地
区
複
合
施
設
整
備
事
業
実
施
方

針
」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

政
策
推
進
課
（
☎

５
７
４
‐
８
０
９
６
）
へ

悪
質
な
訪
問
販
売
に
「
注
意
！
」

　

消
火
器
や
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
悪

質
な
訪
問
販
売
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
「
消
防
署
の
方
か
ら
来
ま
し
た
。
こ
の

火
災
警
報
器
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。」
と
か
「
消
火
器
が
５
年
過
ぎ
て

い
ま
す
。
新
し
い
消
火
器
と
今
す
ぐ
交

換
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」
と
言
っ

て
売
り
付
け
る
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

消
防
署
や
消
防
団
で
は
消
火
器
や

火
災
警
報
器
な
ど
を
売
り
歩
く
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
て
も
「
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
」
制
度
が
あ
り
、
無
条
件

で
解
約
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
「
お
か
し
い
な
」
と
思
っ
た
ら
消

費
生
活
相
談
窓
口
（
☎
０
４
８
‐

２
６
１
‐
０
９
９
９
）に
ご
相
談
を
！

問
い
合
わ
せ　

予
防
課
（
☎
５
７
１

‐
０
９
１
３
）
へ

20夢を育み 明日に飛翔する 笑顔都市 ふかや

アドバイス＆相談

活
用
し
て
く
だ
さ
い 

ま
ご
こ
ろ
出
張
講
座

活
用
し
て
く
だ
さ
い 

ま
ご
こ
ろ
出
張
講
座

活
用
し
て
く
だ
さ
い 

ま
ご
こ
ろ
出
張
講
座

　

ま
ご
こ
ろ
出
張
講
座
は
、
市
が
市

政
に
関
す
る
講
座
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意

し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
要
望
に
応

じ
て
市
職
員
が
指
定
の
場
所
に
出
張

し
、
講
座
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

■
開
催
時
間
・
場
所

午
前
９
時
〜
午
後
８
時
30
分
ま
で

の
間
で
１
時
間
30
分
以
内
（
祝
休

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

■
申
し
込
み
方
法

講
座
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
日
の

１
か
月
前
ま
で
に
、
申
込
書
を
秘

書
室
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
政
情
報
の
提
供
を
通
じ
て
市
民

の
皆
さ
ん
と
市
職
員
が
共
に
学
び

合
い
、
信
頼
関
係
を
深
め
て
い
く

こ
と
を
目
的
と
し
た
講
座
で
す
。

苦
情
の
申
し
立
て
や
個
別
相
談
の

場
で
は
な
い
こ
と
を
ご
理
解
く
だ

さ
い
。

※
各
講
座
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て

は
各
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
ま
ご
こ
ろ
出
張
講
座
に
つ
い
て

の
問
い
合
わ
せ
は
秘
書
室
（
☎

５
７
４
‐
６
６
３
１
）
へ

講　座　名 担 当 課
１ 深谷市総合振興計画 企画財政課
２ 深谷市の財政 企画財政課

３
ユニバーサルデザインのまちづくり
～ユニバーサルデザインってなあに？～

政策推進課

４ 悪質商法等の消費生活講座 くらしいきいき課
５ 深谷市の環境問題 環境課
６ 野外焼却 STOP講座 環境課
７ 障害者自立支援法について 障害福祉課
８ 高齢者福祉サービスと介護保険制度 長寿福祉課
９ マナーアップ講座（交通安全） 生活道路パトロール課
10 深谷の各地域の歴史と文化財について 生涯学習課

11
古代の役所について（榛沢郡役所または幡羅
郡役所）

生涯学習課

12 武蔵武士　岡部六弥太忠澄について 生涯学習課
13 岡部藩について 生涯学習課
14 街道を訪ねて（鎌倉街道上道、秩父往還） 生涯学習課
15 もしものときの災害に備えて 予防課・危機管理課
16 応急手当講座 警防課
17 生活習慣病を予防するために 深谷市保健センター
18 深谷市障害者プラン 障害福祉課
19 後期高齢者医療制度について 保険年金課

各　種　無　料　相　談各　種　無　料　相　談
相談名 内容 とき ところ 問い合わせ

教育
子どもの非行や不登校、
いじめなど、学校生活上
の悩み

電話相談・来所相談ともに毎週月～金曜日（祝休日を除く）
午前 9時～正午・午後 1時～ 4時 30 分
ファックス・Ｅメールは 24 時間受け付け 教育庁舎内教育研究所

学校教育課
（教育研究所）
☎ 572 － 9456フリーダイヤル・ｆ 0120－4－78374　ｅ e-net@city.fukaya.saitama.jp

家庭・児童・
母子

家庭、育児、不登校などの
相談

毎週月～金曜日（祝休日を除く）
午前 9時～午後 4時 市役所家庭児童相談室 児童課

☎ 574 － 6646

行政相談 行政に関する苦情など

5月 7日㈬・21 日㈬、6月 4日㈬ 午前 9時～正午 市役所北別館市民相談室 くらしいきいき課
☎ 574 － 6633

5 月 15 日㈭、6月 19 日㈭ 午後 1時 30 分～ 4時 岡部総合支所会議室 岡部市民環境課
☎ 585 － 2213

5 月 14 日㈬、6月 11 日㈬ 午前 9時～正午 川本総合支所会議室 川本市民環境課
☎ 583 － 2783

6 月 3 日㈫、7月 1日㈫ 午後 1時 30 分～ 4時 花園総合支所会議室 花園市民環境課
☎ 584 － 1122

法律相談
相続、離婚、金銭貸借、
商取引などの法律に関す
ること

毎週火曜日（祝休日を除く）午後 1時 30 分～ 4時
予約制（電話で受け付け）※定員各日 10 人　担当＝弁護士

相談を希望される場合は、
担当課へご連絡ください

くらしいきいき課
☎ 574 － 6633

6 月 5 日㈭、8月 7日㈭ 午後 1時 30 分～ 4時
予約制（電話で受け付け）※定員各日 10 人　担当＝弁護士 岡部総合支所会議室 岡部市民環境課

☎ 585 － 2213
5 月 16 日㈮、7月 18 日㈮ 午後 1時 30 分～ 4時
予約制（電話で受け付け）※定員各日 10 人　担当＝弁護士 川本総合支所会議室 川本市民環境課

☎ 583 － 2783
6 月 20 日㈮、8月 15 日㈮ 午後 1時 30 分～ 4時
予約制（電話で受け付け）※定員各日 10 人　担当＝弁護士 花園総合支所会議室 花園市民環境課

☎ 584 － 1122

市民相談 市民生活全般 毎週月～金曜日（祝休日を除く）担当＝市民相談員
午前 9時 30 分～正午・午後 1時～ 4時 30 分 市役所北別館市民相談室 くらしいきいき課

☎ 574 － 6633

消費生活 商品契約に関する苦情など 毎週月・水・金曜日（5月 12 日㈪・祝休日を除く）
午前 10 時～正午・午後 1時～ 4時　担当＝消費生活相談員

相談を希望される場合は、
担当課へご連絡ください

くらしいきいき課
☎ 574 － 6633

悪質商法
110番

悪質商法に関する相談および
クーリングオフの仕方など

毎週月～金曜日（祝休日を除く）担当＝くらしいきいき課職員
午前 9時～正午・午後 1時～ 4時 30 分 電話で随時受け付け くらしいきいき課

☎ 574 － 8527

税務 税理士による税一般に関す
る相談

5月 20 日㈫ 午前 10 時～午後 4時
担当＝税理士会会員 市役所西別館 202 会議室 市民税課

☎ 574 － 6637

納税相談 市税の納付と納付に関する
相談 毎月第 1日曜日 午前 9時～午後 4時 収税課、総合支所税務課 収税課

☎ 574 － 6639

人権
人権擁護委員による、生活
全般で感じた人権上の困り
ごとや悩みの相談

5月 12 日㈪、6月 10 日㈫ 午前 10 時～午後 3時 12 日市役所西別館 201 会議室
10 日市役所西別館 202 会議室

人権政策課
☎ 574 － 6643

5 月 20 日㈫、6月 20 日㈮ 午前 10 時～午後 3時 岡部総合支所 1階会議室

5月 20 日㈫、6月 20 日㈮ 午前 10 時～午後 3時 川本総合支所相談室

5月 20 日㈫、6月 20 日㈮ 午前 10 時～午後 3時 花園総合支所 203 会議室

L・フォルテ
相談室 心や体、ＤＶの悩みなど 5月 17 日㈯、6月 21 日㈯ 午前 11 時～午後 3時

予約制 Ｌ・フォルテ 2階研修室Ｂ Ｌ・フォルテ
☎ 573 － 4761

内職・就職・
求人

・内職に関する仕事の紹介
・就職に関する相談
・求人情報の提供

毎週月・木曜日＝午前 10 時～正午・午後 1時～ 3時
（いずれも祝休日を除く）内職・就職は予約制

産業会館 3階商工振興課隣
の会議室

商工振興課
☎ 574 － 6650

結婚 結婚に関する相談、紹介
など 5月 18 日㈰、6月 5日㈭ 午後 1時～ 3時 深谷コミュニティセンター 社会福祉協議会

☎ 573 － 6563

エイズ相談・
エイズ検査

エイズなどに関する相談
と血液検査　予約制
※原則無料・匿名可
※即日検査は採血後 60 分で
結果が分かります

※通常検査ではＢ・Ｃ型肝炎、
梅毒検査（無料）、クラミジア
検査（有料）も受検できます

エイズ即日検査 6月 5日㈭、7月 3日㈭
午後 1時～ 3時

熊谷保健所 熊谷保健所
☎ 523 － 2811

エイズ夜間検査 6月 5日㈭、7月 3日㈭
午後 5時 30 分～ 6時 30 分

通常検査
5月 27 日㈫、6月 24 日㈫
午前 10 時～ 11 時
午後 5時 30 分～ 6時 30 分

精神保健
福祉相談

精神科医師による精神保健
福祉に関する相談　予約制 5 月 13 日㈫、7月 8日㈫ 午後 1時～ 2時 熊谷保健所 熊谷保健所

☎ 523 － 2811

県民法律相談 弁護士による法律相談
予約制 毎月第 1・3・4水曜日 午後 1時～ 4時 県北部地域振興センター

（県地方庁舎 1階）
県北部地域振興センター
☎ 522 － 6506

県民相談・
交通事故相談

家庭の困りごとや交通事
故相談 毎週月～金曜日 午前 9時～午後 4時 県北部地域振興センター

（県地方庁舎 1階）

県北部地域振興センター
☎ 522 － 6506
（県民相談）
☎ 521 － 7300
（交通事故相談）

虐待が疑われる子どもを見つけた場合は、 ホットライン
へご連絡ください。
ホットライン　☎ 574 － 3000（市役
所本庁舎家庭児童相談室内）

とき　毎週水曜日午後１時～４時
ところ　Ｌ・フォルテ軽運動室
対象　未就学児とその保護者
問い合わせ　Ｌ・フォルテ（☎ 573 － 4761・火曜日休館）へ

深谷市子どもの虐待防止ホットライン深谷市子どもの虐待防止ホットラインL・フォルテ子育て支援軽運動室開放L・フォルテ子育て支援軽運動室開放




